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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第４部門第１区分
【発行日】平成23年1月20日(2011.1.20)

【公開番号】特開2010-270489(P2010-270489A)
【公開日】平成22年12月2日(2010.12.2)
【年通号数】公開・登録公報2010-048
【出願番号】特願2009-122779(P2009-122779)
【国際特許分類】
   Ｅ０５Ｂ   1/00     (2006.01)
   Ｅ０５Ｂ  17/18     (2006.01)
   Ｂ６０Ｊ   5/04     (2006.01)
   Ｂ６０Ｒ  25/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｅ０５Ｂ   1/00    ３０１Ｂ
   Ｅ０５Ｂ  17/18    　　　Ｈ
   Ｂ６０Ｊ   5/04    　　　Ｈ
   Ｂ６０Ｒ  25/00    ６０７　

【手続補正書】
【提出日】平成22年10月26日(2010.10.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両用ドア（１１）に固定されるベース部材（１３）に内方に凹んだ収容凹部（２３）
が設けられ、該収容凹部（２３）に少なくとも一部が配設される操作部（１４ａ）を有す
るアウトハンドル（１４）が、前記操作部（１４ａ）の引き操作に応じて操作位置に回動
することを可能とするとともに非操作位置側にばね付勢されて前記ベース部材（１３）に
回動可能に支承され、少なくとも前記アウトハンドル（１４）が非操作位置にある状態で
はキー孔（３２）が覆われるようにしてシリンダ錠（１５）が前記ベース部材（１３）に
取付けられる車両用ドアのアウトハンドル装置において、前記ベース部材（１３）の意匠
面を形成しつつ前記収容凹部（２３）の一部を構成して前記アウトハンドル（１４）とは
別体に形成されるカバー部材（２４）が、前記キー孔（３２）を覆うようにして前記ベー
ス部材（１３）に着脱可能に取付けられることを特徴とする車両用ドアのアウトハンドル
装置。
【請求項２】
　前記ベース部材（１３）の外面への押しつけ操作によって前記ベース部材（１３）に着
脱可能に取付けられる前記カバー部材（２４）および前記操作部（１４ａ）が、前記アウ
トハンドル（１４）が前記非操作位置にある状態では前記操作部（１４ａ）が前記カバー
部材（２４）に外方から当接するようにして、前記車両用ドア（１１）の外側方から見た
ときに前記操作部（１４ａ）および前記カバー部材（２４）の一部が重なるように形成さ
れることを特徴とする請求項１記載の車両用ドアのアウトハンドル装置。
【請求項３】
　前記ベース部材（１３）に係合孔（２７）が設けられ、該係合孔（２７）の内端縁に弾
発、係合し得る係合爪（２９）を先端に有する取付け突部（２８）が車両用ドア（１１）
の外側方から前記係合孔（２７）に挿入することを可能として前記カバー部材（２４）に
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設けられ、前記ベース部材（１３）の外面から外方に突出する係合解除操作部（３５）を
有するとともに前記係合孔（２７）の内端縁への前記係合爪（２９）の係合を前記係合解
除操作部（３５）の操作に応じて解除することを可能とした係合解除手段（３４）の前記
係合解除操作部（３５）を除く部分が前記ベース部材（１３）の内面側に配設され、前記
係合解除操作部（３５）が、非操作位置にある前記アウトハンドル（１４）の操作部（１
４ａ）で覆われる位置に配置されることを特徴とする請求項１または２記載の車両用ドア
のアウトハンドル装置。
【請求項４】
　前記係合解除手段（３４）は、前記係合孔（２７）の内端縁への前記係合爪（２９）の
係合を解除する方向の押圧力を前記係合解除操作部（３５）の操作に応じて前記係合爪（
２９）に及ぼすことを可能として該係合爪（２９）に当接し得る押圧部材（３６）を備え
、前記係合爪（２９）および前記押圧部材（３６）の当接面（２９ａ，３６ａ）の少なく
とも一方が、前記押圧部材（３６）から前記係合爪（２９）に作用する押圧力を前記車両
用ドア（１１）の外側方に向けて前記取付け突部（２８）を駆動する力に変換する傾斜面
に形成されることを特徴とする請求項３記載の車両用ドアのアウトハンドル装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　ところが、上記特許文献１で開示されたものでは、アウトハンドルの操作部に連設され
たカバー部でキー孔を覆うようにしているので、シリンダ錠の使用・不使用にかかわらず
、アウトハンドルの操作時にはキー孔が露出してしまう。そのためシリンダ錠の位置が第
三者から特定され易く、防盗性の観点からは好ましくない。また特許文献２で開示された
ものでは、カバー部材がアウトハンドルの端部に対向するようにしてベース部材から突出
しており、これもシリンダ錠の位置が第三者から特定され易い。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　さらに本発明は、第３の特徴の構成に加えて、前記係合解除手段は、前記係合孔の内端
縁への前記係合爪の係合を解除する方向の押圧力を前記係合解除操作部の操作に応じて前
記係合爪に及ぼすことを可能として該係合爪に当接し得る押圧部材を備え、前記係合爪お
よび前記押圧部材の当接面の少なくとも一方が、前記押圧部材から前記係合爪に作用する
押圧力を前記車両用ドアの外側方に向けて前記取付け突部を駆動する力に変換する傾斜面
に形成されることを第４の特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明の第３の特徴によれば、ベース部材に設けられた係合孔の内端縁に、車両用ドア
の外側方から係合孔に挿入することを可能としてカバー部材に設けられた取付け突部の先
端の係合爪を弾発、係合することでベース部材にカバー部材が取付けられ、係合解除手段
が、係合孔の内端縁への係合爪の係合を係合解除操作部の操作に応じて解除するのである
が、係合解除操作部が非操作位置にあるアウトハンドルの操作部で覆われる位置に配置さ
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れるので、操作部を引き操作してアウトハンドルを操作位置に回動した状態でのみ係合解
除操作部の操作が可能となり、係合解除操作部がいたずら等で不所望に操作され難くする
ことができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　図２および図３に注目して、第１凹部１８に対応する部分でベース部材１３の内面には
、該ベース部材１３との間にアンロックセンサ（図示せず）を収容するセンサカバー３８
が取付けられており、前記係合解除手段３４は、係合孔２７の内端縁に弾発、係合してい
る係合爪２９に一端部を当接させ得るようにして車両の前後方向に延びて平板状に形成さ
れるとともに前記ベース部材１３および前記センサカバー３８間にスライド可能に保持さ
れる押圧部材３６と、該押圧部材３６の一端部を前記係合爪２９から離反させる側にばね
付勢するばね力を発揮して押圧部材３６およびベース部材１３間に縮設されるばね３７と
、前記押圧部材３６の他端に直角にかつ一体に連設される係合解除操作部３５とで構成さ
れ、係合解除操作部３５は、非操作位置にある前記アウトハンドル１４の操作部１４ａで
覆われる位置に配置される。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　しかも前記係合爪２９および前記押圧部材３６の当接面２９ａ，３６ａの少なくとも一
方、この実施の形態では両方の当接面２９ａ，３６ａが、押圧部材３６から係合爪２９に
作用する押圧力を車両用ドア１１の外側方に向けて取付け突部２８を駆動する力に変換す
る傾斜面に形成されるものであり、図７で示すように、係合孔２７の内端縁から係合爪２
９を離脱させた取付け突部２８およびカバー部材２４は、車両用ドア１１の外側方に向け
て駆動されることになる。
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